
  

 

 

 

 

令和５年度 

野々市市立御園小学校 ＰＴＡ総会 
 

              

 

【 議 案 】 

 

1 第 1 号議案 令和 5 年度 PTA 役員選出(案)承認に関する件 P1 

2 第 2 号議案 令和 4 年度 PTA 活動報告 承認に関する件 P2 

  （資料：各部活動報告書 P3～P8  ） 

3 第 3 号議案 令和 4 年度 PTA 会計決算・特別会計決算承認に関する件 P9～12 

4 第 4 号議案 令和 5 年度 PTA 活動スローガン・努力目標に関する件 P13  

5 第 5 号議案 令和 6 年度 PTA 役員選出規約（案）に関する件 P13 

6 第 6 号議案 令和 5 年度 PTA 事業計画（案）に関する件 P14 

7 第 7 号議案 令和 5 年度 PTA 会計予算（案）に関する件 P15 

8 第 8 号議案 令和 5 年度 PTA 会則（案）・慶弔規定（案） P16～19 

  （資料：P20 校舎平面図） 
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第２号議案 令和 4年度 PTA活動報告  承認に関する件 
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月 文化部 総務部 広報部 教養部 企画部 生活指導部 

4 
部員に 10 月のイベン

トに関するアンケート

配布 

総会資料作成 

総会書面審議フォー

ム作成 

第 1 回部会 14(木) 第 1 回部会 14(木) 1 年生交通安全教室 

 27（火） 

第 1 回部会 14（木） 

地下道清掃 押越･長池:24(日) 

5 

20 日(金)花いっぱい運

動案内配布 

第 1 回あいさつ運動

※ 

 9（月）～13（金） 

  ３年生自転車教室 25 日

(水) 

第１期：地域あいさつ運動 

9（月）～13（金） 

地下道清掃 二日市:８(日) 三

日市:29(日) 

6 

4 日(土)花いっぱい運

動（第 2 部会） 

  第 1 回親子環境整美 

11 日(土) 

学年懇談会 23 日(木) 第 1 回地域学校安全委員会   

29(水) 

地下道清掃 野代:5(日) あや 

め:11(土) 稲荷:12(日) 

7 

花の水やり当番 

 夏季期間 

7 日(木)第 3 部会 

第 2 回あいさつ運動 

 4（月）～8（金） 

広報誌「御園」発行 

第 135 号 19(火) 

  第 2 回部会 7（木） 

第 2 期：地域あいさつ運動 

4（月）～8（金） 

地下道清掃 御経塚:9(土) 二 

日市:10(日) 三日市新:17(日) 

押越:24 日(日) 

8 
花の水やり当番 

 夏季期間 

    安全マップ見直し 

 

9 

花の水やり当番 

 夏季期間 

22 日(木)チケット集計 

26 日(月)特別役員会 

29 日(木)第 4部会 

第 3 回あいさつ運動 

 5(月)～9(金) 

 

第 4 回あいさつ運動 

 26(月)～30(金) 

 第 2 回親子環境整美 

17 日(土) 

１年生給食試食会 22 日

(木) 

第 3 期：地域あいさつ運動 

 5(月)～9(金) 

第 4 期：地域あいさつ運動 

26(月)～30(金） 

地下道清掃 長池:4(日) 稲

荷:11(日) 三日市:25(日) 

 

10 

みそのっ子まつり 15

日(土)前日準備 

16 日(日)まつり当日 9

時〜12時 

24 日(月)役員、部員、

全保護者にアンケート

配布 

 第 2 回部会 6(木)   地下道清掃 あやめ:22(土) 野

代:23(日) 
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 第 5 回あいさつ運動 

14（月）～21(金) 

  学級懇談会 2 日(水)開

催予定が中止 

部会の代わりに LINE グ

ループにて懇談会テーマ

決め 

第 5 期：地域あいさつ運動 

14(月)～18(金) 

地下道清掃 稲荷･三日市･二 

日市:13(日)  

12 

  広報誌「御園」発行 

第 136 号 22(木)） 

チャメチャベ倶楽部 

1 日(木) 

  

1 
    学級懇談会 24 日(火)雪

の為中止 

 

2 

  広報部・教養部 

合同部会 

ベルマーク集計作業 

9(木) 

第 3 回部会 9(木) 

広報部・教養部 

合同部会 

ベルマーク集計作業 

9 日(木) 

  

3 

 会計監査 27（金） 広報誌「御園」発行 

第 137 号 15(水) 

 会計監査 27日(月) 第 4 回部会 2(木) 

地下道清掃 御経塚:4 日(土) 

三日市:5日(日) 二日市･稲

荷:12日(日) 

備考 

 ・入学式での 1 年生

学級委員選出 

・全学級委員の管理 

及び選出 

  ・1 年生救急法講習会中

止 

・育成指導員選出、名簿作成 

・第 2回地域学校安全委員会中

止 

・第 3回部会中止 

 

※ あいさつ運動 全５回 … 今年度より学級委員それぞれの町会にて朝の登校時間帯に実施。  



令和 4 年度 文化部活動報告 
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令和 4年度 文化部活動報告  文化部部長 倉田 亜希子 

日付 項目 内容 詳細 

4月 13日水曜日 文化部役員会 フェスタ検討会 会長、顧問、総務含め、フェスタを実行する方向で話し合う。 

4月 14日木曜日 実行委員会 学級委員の担当部決め  

〃 第 1回文化部部会 名簿作成・活動内容説明 ①名簿作成・・・名簿記入用紙に学年ごとに書いてもらう。（ＬＩＮＥ登録も実

施） 

   ②「文化部の活動について」・・・今後の部会の日程を説明する。 

   ③「花いっぱい運動」・・・直近  6月の花いっぱい運動の日程を案内する。 

※担当の先生に花や土の用意をお願いする。 →今年度は文化部で用意 

4月 22日金曜日 アンケート用紙配布 フェスタ事前アンケート フェスタで実施してみたい企画や、感染対策などの意見を求めるアンケート用

紙を学校経由で部員に配布する。 

4月 26日火曜日 花いっぱい運動の打合せ  植え替えするプランター、花苗、用土の数の確認する。 

   事前に打ち合わせの日を電話で確認 (担当:あらき先生) 

5月 20日金曜日 花いっぱい運動案内配布 花いっぱい運動協力依頼 文化部員に花いっぱい運動への協力を依頼する案内文書配布する。 

5月 25日水曜日 花いっぱい運動の事前準備  購入した用土・肥料の搬入 

   文化部役員でプランターを屋根のある場所へ移動する。 (花苗を枯らす為) 

6月 1日水曜日 花いっぱい運動の事前準備  購入した花苗の搬入 

6月 4日土曜日 花いっぱい運動 花の植え替え ①役員でブルーシート・スコップなどを事前に準備する。 

   ②部員が集まったら、やり方を説明する。 

   ③植え替え・プランターの配置が終わったら、校長先生に挨拶をしてもら

い、ジュースを配布する。 

6月 4日土曜日 第 2回文化部会 花の水やり当番案内 当番は植え替えした翌週の土曜日より、６・７月の土日、夏休み、９月の土

日で日程を役員で決めて、当番表を作成し配る。お盆は役員で対応。 

  みそのっ子まつり決定事項報告 みそのっ子まつり開催にあたり、決定事項を簡潔に報告。 

  みそのっ子まつり内容検討 解散後に、文化部役員でみそのっ子まつりについて、大まかな話し合い。 

6月 6日月曜日 案内配布 花の水やり当番表 学校経由で水やり当番表を配布。全体  LINEでも展開。 

7月 7日木曜日 第 3回文化部部会 マルテ みそのっ子まつり概要説明 ◆みそのっ子まつりで行うゲームを各学年で担当 

   ◆学年ごとにグループ LINEをつくり、リーダー・副リーダーを決めてもらう。 

   ◆各学年ごとにゲームの進行方法や、ルール、感染対策、必要な資材を話し合

い用紙に記入してもらう。 

7月 22日木曜日 プランターの移動  夏休みに入るため、文化部役員で全プランターを北玄関に移動する。 (あらき

先生に都合の良い時間帯を確認 ) 

  資材の確認 倉庫にて、みそのっ子まつりに必要な資材の在庫確認 

8月 29日月曜日 プランターの移動  二学期が始まるため、文化部役員で全プランターを元の場所に配置する。 

9月上旬 案内配布 みそのっ子まつりチケット購入案内 学校経由で「開催の案内」文書、注文用封筒を長子に配布してもらう。 

   封筒も事前に購入し、印刷を学校に依頼。 (長子の人数を確認) 

9月 15日木曜日 チケット準備  役員で、学校の印刷室にてチケットの印刷・裁断。 

9月 22日木曜日 チケット集計  各学年リーダー・副リーダー、総務部役員に作業のお手伝いを依頼し、集

計・チケットの封入作業をする。 

 景品の発注  参加者数に合わせて、景品やジュース等の発注をする。 

9月 26日月曜日 特別役員会 みそのっ子まつり詳細打ち合わせ PTA役員でみそのっ子まつりの内容の確認・把握。 

9月 29日木曜日 第 4回文化部部会 マルテ みそのっ子まつり事前準備 ◆学年別で、改めて各ゲーム内容の確認・把握。 

   ◆進行に必要な人数、前日・当日の参加人数の確認。不足のところは企画部

員に応援を要請。 

   ◆ゲームに必要な制作物の作製。 

10月 15日土曜

日 

みそのっ子まつり前日準備 会場準備・物品納入 各学年ごとにゲーム会場の設営を行う。役員は、出入口の設営を行う。 

10月 16日日曜

日 

みそのっ子まつり開催日  第一部 9:00～10:30・第二部 10:30～12:00  地域別で出入口、巡回ルートを３つ

に分け 

て開催。片付け後に解散。 

10月 24日月曜

日 

アンケート依頼 みそのっ子まつり開催後のアンケート 来年度へ繋げるため、 PTA役員・文化部員に意見、感想を求めるアンケート

フォームを LINEにて展開。 

   全保護者にもアンケートの実施。学校にメール配信を依頼。 

   アンケート結果を 11月の役員会で報告。 

    

    

    

    

    

    

    

    

 



04 

 

令和 4 年度 総務部活動報告 【 年間活動内容 】 

 

■ あいさつ運動 

 

第 1回 5年生：5月 9日(月)～5月 13日(金) 

第 2回 4年生：7月 4日(月)～7月 8日(金) 

第 3回 6年生：9月 5日(月)～9月 9日(金) 

第 4回 3年生：9月 26日(月)～9月 30日(金) 

第 5回 2年生：11月 14日(月)～11月 21日(金) 

 

＊学級委員それぞれの町会にて朝の登校時間帯にあいさつ運動を実施。  

＊あいさつ運動に参加している目印としてネームフォルダを作成し、各学級委員に配布。 

 

 

■ PTA 総会に関わる活動  

・総会資料作成 4 月～5 月  

総会書面審議用案内作成。回答用 Google フォーム作成、集計作業 

 

 

■ その他の活動  

・入学式での 1 年生学級委員選出 

・実行委員会/学級委員会/各部会の運営  

   ＊実行委員会；校内 TV 放送を利用  

・みそのっ子まつり開催 

・令和 4 年度 会計監査 3 月 27 日（月）  

・全学級委員の管理及び選出  
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令和 4年度 広報部活動報告 
 

 

■広報部会開催日・内容   

 

 第 1回 4 月 14日(木) 活動内容について、1学期・2学期・3学期担当決め 

１学期担当 第 135号の企画と取材分担 

 第 2回   10月 6 日( 木) ２学期担当 第 136号の企画と取材分担 

 第 3回 2 月 9 日(木) 広報部・教養部合同部会 ベルマーク集計作業 

３学期担当 第 137号の企画と取材分担 

 

 

■広報部活動を振り返って 

 

令和 4 年度は、少しずつ行事が元に戻ってくるとともに、広報部としての取材活動も

3 年振りに本格化した 1 年でした。部員全員で分担し各行事の写真を撮り、自分の目で

確かめた内容を原稿にすることができました。また、行事日程や内容の変更も多く、例

年と各号のページ構成を変更することで対応するなど、試行錯誤の 1 年ではありました

が、無事に 3回の広報誌を発行することができました。 

また、教養部と協力し、各ご家庭で集めていただいているベルマークの仕分け～集計

作業までを部員の皆様と協力して行いました。集計の結果、今年度は 33,772 枚、

76,830.0点のベルマークが集まりました。この場を借りて御礼申し上げます。 

新年度も部員の皆様と協力して、広報部活動を行ってまいりますので、引き続きご協

力いただきますようお願いいたします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

第 135号            第 136号                     第 137号 

令和 4年 7月 19日発行            令和 4年 12月 22日発行                  令和 5年 3月 15日発行 
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令和 4 年度 教養部活動報告 

 
●親子環境整美 

・校内窓拭き、エアコン清掃作業：6月 11日（土） 参加人数；約 360名 
・運動会前除草作業：９月 17日（土） 参加人数；約 330名 

 

 

●チャメチャベ倶楽部（教養部主催講演会） 

・ チ ャ メ チ ャ ベ 倶 楽 部 ： 12 月 1 日 ( 木 )  19 ： 00 ～ 20 ： 00  

（講師：紺矢 誠様、演題：「家庭で考えるメディアリテラシー」、参加人数：13名） 

 

●教養部部会開催日程 

・4/14  初会部会  顔合わせ、担当説明 

・6/11 第 1回親子環境整美 

・9/17  第 2回親子環境整美    

・12/1  チャメチャベ倶楽部 

 

 

●ベルマーク 

・令和 4年度、76,830点のベルマークが集まりました。 

 

 

●教養部活動を振り返って 

・教養部では、親子環境整美活動を 2 回実施しました。早朝にも関わらず、多くの方にご参加頂きあり

がとうございました。今後も親子で参加しやすい恒例行事として実施していきたいと思います。 

・令和 4 年度は１回のみの開催にはなりましたが、チャメチャベ倶楽部講演会を開催することができま

した。コロナウイルス感染対策として人数限定での夜間開催としました。「家庭で考えるメディアリテ

ラシー」をテーマに講師の先生をお招きし、子育てに大切な有意義なお話を聞くことができました。講

演会は貴重な機会ですので、今年度はコロナも落ち着いてきましたので、より多くの方に聴いていただ

けるよう開催方法などを検討していきたいと思います。 

・ベルマーク、インクカートリッジ収集も順調に進んでいます。インクカートリッジは純正品のみが対

象となります。 

 

今年度も引き続き教養部の活動にご協力お願いいたします。 
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令和４年度 企画部活動報告 

〈年間活動内容〉 

 

■学級懇談会  

全３回のうち 

１１月２日（水）学年懇談会に変更して開催 

   

■ 企画部管轄行事 
４月２６日（火）… １年生交通安全教室  

５月２５日（水）… ３年生自転車安全教室 

６月下旬    … １年生救急法講習会 中止 

９月２２日（木）… １年生給食試食会  

 

■ その他の活動 
１年生保護者による夏休みプール監視  中止  

みそのっ子まつり  

会計監査   ３月２７日（月） 

 

 

 

 

昨年度に続き新型コロナ感染拡大防止のため、あらゆる活動が縮小や中止となり残念でしたが、PTA

役員会としての運営方法等改めながら、たくさんの行事を開催する事ができました。 

新年度も役員・学級委員の方々と知恵を出しあい、進めていきたいと考えております。 

今後も PTA活動にご協力くださいますよう、お願い申し上げます。 

 



08 

 

 
 

 

 

●地域のあいさつ運動 
     第１期 ５月９日（月）～５月１３日（金） 

     第２期 ７月４日（月）～７月８日（金） 

     第３期 ９月５日（月）～９月９日（金） 

     第４期 ９月２６日（月）～９月３０日（金） 

     第５期 １１月１４日（月）～１１月１８日（金） 

 

●安全マップの見直し 
◆ 夏休み中に各地区委員長に町内の通学路、危険箇所、１１０番の家などを巡回にて確

認してもらい、危険箇所の写真データを収集。 

地区委員長から情報収集し、生活指導部にて各地区の安全マップを作成。 

◆ 作成した安全マップは御園小学校HPに掲載。 

 

●学校周辺の地下道清掃・横断旗の整備、情報共有 
◆ 地下道清掃の実施（夏休みと冬季を除き毎月実施） 

◆ 横断旗の補充管理（随時） 

◆ 通学路の危険情報の共有・対処（随時） 

◆ 集団登校に関する注意事項の共有・対処（随時） 

 

●御園フェスタの協力 
◆ 中止に伴い、未実施（みそのっ子まつりでは活動なし） 

 

●生活指導部会の開催・地域学校安全委員会の参加 
生活指導部会  地域学校安全委員会 

第 1回 4月 14日（木）  第 1回 ６月２９日（水）    

第 2回   7月 7日（木）    

第 3回  新型コロナ蔓延の

ため未開催 

   

第４回 ３月２日（木）    

     

●活動を振り返って 
今年度も新型コロナ感染症に注意しながらの活動となりました。地区委員長さんは活動お疲

れ様でした。 

新しい安全マップは、学校ホームページから参照できますので、ぜひお子様と一緒に確認し

てみてください。校区内の危険箇所は日々変化します。気づいた点がありましたら地区委員長

さんを通じて生活指導部までお知らせください。 

保護者一人のチカラですべてをカバーすることはできません。子どもたちが毎日安全に通学

できるのは、保護者はもちろんのこと、見守り隊や地域の方々のご支援があってこそだと感謝

しております。子どもたちの安全のため、来年度も生活指導部の活動にご協力くださいますよ

うお願い申し上げます。 

令和４年度 生活指導部 活動報告 
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第 4号議案  令和 5年度 PTA活動スローガン・努力目標 

 

＜活動スローガン＞   「共育と協育」 ～ 学校や地域行事に積極的に参加し、 

                  親子でたくさんのことを知り、共に学ぼう ～ 

 

ＰＴＡでは、皆さんに学校や地域を知って頂けるように努力し、保護者も子どもと共に、学校の先生方や地域の方々を知るための交

流の機会を設け、地域での子育てや生活を営む上での有効的なヒントを多く発見することが出来るよう取り組んでいきます。それら

の活動を通して子どもを地域社会に任せる上での安心感が増していくと考えます。共にたくさんの情報を共有し、意見交換をするこ

とで、よりよい子どもの成長へと繋げていきましょう。 

＜努力目標＞    (1）  み んなが参加するＰＴＡ活動 

「保護者、先生、地域の方が進んで参加できる活気のあるＰＴＡ活動をしよう。」 

（2）  そ だてよう、温かい人間関係に結ばれた家庭 

「子どもが一人で抱え込まず、安心してなんでも相談できる家庭づくりを目指そう。」 

（3）  の ばそう地域ぐるみの活動 

「心のこもった「あいさつ」を家庭・学校・地域に広げよう。」 

「インターネットの危険性を理解し、子供が危険にさらされないようにしよう。」 

「親が一人で考え込まず、安心して相談出来る環境作りを目指そう。」 

 

第 5号議案  令和 5年度 PTA役員選出規約（案） 

＜令和 5年度以降 PTA役員選出規約について＞ 

PTA役員を各地区から偏りなく選出するため以下の輪番表を協議。 ※地域の児童数の変化により常に見直しを行う 

町会 構成人数  令和５年度選出人数  町会 構成人数 令和５年度選出人数 

◆ 稲荷 ４名  ２名  ◆ 押越 １名 １名 

◆ 二日市 ４名  ２名  ◆ あやめ １名 ０名 

◆ 御経塚 ２名  １名  ◆ 長池 ０名 ０名 

◆ 三日市 １名  ０名  ◆ あすなろ ０名 ０名 

◆ 三日市新 ２名  １名  ◆ 野代 １名 １名 

 

【令和６年度以降 PTA役員 町会別構成状況】 

 【令和 6年度】 【令和 7年度】 【令和 8年度】 【令和 9年度】 【令和 10年度】 

 選出 8名 選出 8名 選出 8名 選出 8名 選出 8名 

◆ 稲荷 2名選出 2名選出 2名選出 2名選出 2名選出 

◆ 二日市 2名選出 2名選出 2名選出 2名選出 2名選出 

◆ 御経塚 1名選出 1名選出 1名選出 1名選出 1名選出 

◆ 三日市 1名選出 1名選出 0名選出 1名選出 1名選出 

◆ 三日市新 0名選出 0名選出 1名選出 0名選出 0名選出 

◆ 押越 0名選出 1名選出 0名選出 1名選出 0名選出 

◆ あやめ 1名選出 0名選出 1名選出 0名選出 1名選出 

◆ 長池 1名選出 0名選出 0名選出 1名選出 0名選出 

◆ あすなろ 0名選出 1名選出 0名選出 0名選出 1名選出 

◆ 野代 0名選出 0名選出 1名選出 0名選出 0名選出 
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第６号議案 令和５年度 PTA 事業計画（案）に関する件 
※部会開催日等、各部の活動詳細は部会にてご確認下さい ※学校行事は変更になる場合があります。                                      

 

全 体 

企画部 教養部 広報部 文化部 生活指導部 企画部 教養部 

広報部 文化部 共通 

＜活動概要＞ ＜活動概要＞ ＜活動概要＞ ＜活動概要＞ ＜活動概要＞ ＜活動概要＞ 

・学級懇談会運営 

司会進行と記録 

・あいさつ運動参加 

・御園フェスタ手伝い 

・チャメチャベ倶楽部 

参加 

 

・学級懇談会まとめ 

・会計監査員 

・1 年生交通安全教 

室 

・３年生自転車教室 

・１年生救急法講習 

会 

・1 年生給食試食会 

・家庭教育学級 

「チャメチャベ倶楽 

部」運営 

・親子環境整美活動 

・ベルマーク整理・

仕分け・区分け作業 

・広報誌「御園」撮 

影 

・広報誌原稿作成・編

集 

・ベルマーク整理・ 

仕分け作業・区分け作

業 

・御園フェスタ  

(バザー)運営 

・花いっぱい運動 

・花のみずやり当 

番 

・あいさつ運動(地 

域) 

・通学路安全点検 

・不審者対策 

・横断旗点検・整備 

・PTA と町会(子供 

会)との連絡調整 

・地下道清掃作業 
       

4 月 

・実行委員会・学級委 

員会 

・授業参観・懇談会 

・第１回部会 

・1 年生交通安全教 

室 

・第１回部会 

 

・第１回部会 

 

・第１回部会 

 

・第１回部会 

 

5 月 ・あいさつ運動５年生 ・３年生自転車教室  ・第２回部会  あいさつ運動(地域) 

6 月 

・学校公開、授業参観

19(月)20(火) 

・１年生救急法講習 

会 

・親子環境整備

10(土) 

 ・花いっぱい運動 

・第２回部会 

・地域学校安全委員 

会 

・あいさつ運動(地 

域) 

7 月 

・ののいちっ子を育て 

る市民会議 

・あいさつ運動４年生 

・1 年生保護者 夏休み 

プール監視当番 

  ・広報誌「御園」発行 

  

・第３回部会  

・花の水やり当番 

・第２回部会 

8 月 
・1 年生保護者 夏休み 

 プール監視当番 

    ・夏休み期間中 

花の水やり当番  

・安全マップづくり 

・あいさつ運動(地域) 

9 月 
・あいさつ運動６年生 ・1 年生給食試食会  ・第２回部会 

 

・第４回部会 ・第３回部会 

・あいさつ運動(地域) 

10 月 

・運動会 3 日(火) 

・御園っこまつり実行 

委員会 

・御園っこまつり前日 

準備 21(土) 

・御園っこまつり開催 

22(日) 

 ・親子環境整美活動 

 

 

        

・御園っこまつり 

集計 

・第５回部会 

 

11 月 

・学校公開、授業参観 

２(木) 

・あいさつ運動２年生 

 ・チャメチャベ倶楽

部 

  ・あいさつ運動(地域) 

・地域学校安全委員会 

12 月    ・広報誌「御園」発行   

1 月 

・学校公開 30(火) 

・学校公開、授業参観 

31(水) 

 ・第３回部会 

・ベルマーク集計 

・第３回部会 

・ベルマーク集計 

  

2 月      ・第４回部会 

3 月  ・会計監査  ・広報誌「御園」発行   

担当役員 髙木・小縣    稲津・西 石村・南 
 吉村・川向 

 形田・谷上 
宮岸・高橋 

 

担当教諭 

山越・東 山本・平野 立原・金要 佐内・岡田 竹中・佐藤 

※ 役員会… 教頭・主幹   PTA 会計…前沢    総務部…萩野・北岸 

＜敬称略＞ 

※ あいさつ運動・・・今年度より学校（児童玄関前）ではなく、該当期間中、各自の町会で登校の見守りを兼ねてあいさつ運動をお願いしま

す。期間中都合のつく日がありましたら少しの時間でも運動にご参加下さい。各町会で実施する地域あいさつ運動と同じ期間に実施します。 



第 7 号議案  令和５年度 PTA 会計予算（案）に関する件 
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収入の部

項目 本年度予算(a) 昨年度予算(b) (a)-(b) 備考

繰越金 824,830 502,174 322,656

ＰＴＡ会費 1,126,400                1,159,400                △ 33,000 長子・職員（2200×512）

ＰＴＡ負担金 194,700                   203,400                   △ 8,700 児童・職員（300×649）

ＰＴＡ安全会費 74,400                     77,880                     △ 3,480 児童（120×620）

補助金 50,000                     50,000                     0 市ＰＴＡ連合会・市から

雑収入 10                             10                             0 利息

計 2,270,340                1,992,864                277,476

支出の部

項目 本年度予算 昨年度予算 比較増減 備考

Ａ，総務部費 350,000 350,000 0

　　１.   会議費 40,000 40,000 0 役員会・実行委員会

　　２.   慶弔費 200,000 200,000 0 香典・餞別・花束・ご祝儀

　　３．研修費 80,000 80,000 0 各種研修費　交通費

　　４．総務部活動費 30,000 30,000 0 会議費  備品費　行事飲料代等

Ｂ，企画部費 20,000 20,000 0

　　１.   学年行事費 14,000 14,000 0

　　２．企画部活動費 6,000 6,000 0

Ｃ, 教養部費 180,000 180,000 0

　　１．家庭教育学級費 60,000 60,000 0

　　２．環境整備費 120,000 120,000 0 ベルマーク送料・親子整美飲料・用具代

　　３．教養部活動費 6,000 6,000 0 会議費　備品費

Ｄ，広報部費 366,000 366,000 0

　　１．広報発行費 360,000 360,000 0 広報発刊

　　２．広報部活動費 6,000 6,000 0 会議費　備品費

Ｅ，生活指導部費 11,000 11,000 0

　　１．校外補導費 5,000 5,000 0 安全マップ見直し費

　　２．生活指導部活動費 6,000 6,000 0 会議費　備品費

Ｆ，文化部費 46,000 26,000 20,000

　　１．花いっぱい運動費 40,000 20,000 20,000 花の苗

　　２．文化部活動費 6,000 6,000 0 会議費　備品費

Ｇ，学年行事費 110,000 110,000 0 スポーツテスト　給食試食会

Ｈ，事務費 120,000 120,000 0 メール配信費　用紙代・印刷代他

Ｉ，周年事業費 30,000 30,000 0 周年事業費積み立て

Ｊ，負担金 269,100 307,080 △ 37,980 県・市P負担金、ＰＴＡ安全会費

Ｋ，教育設備費 100,000 100,000 0 卒業式看板筆耕代

L，児童活動費 30,000 30,000 0

M，教育活動振興費 100,000 80,000 20,000 卒業証書筆耕代、合宿補助

N，予備費 538,240 262,784 275,456

計　　（Ｂ） 2,270,340 1,992,864 277,476

<付帯事項>

予備費に関しましては、PTA役員会で審議のうえ必要と判断された場合、承認された予算額の範囲内で項目間の充用、流用を認めるものとし、

次年度総会にて承認を得るものとする。

令和５年度　御園小学校ＰＴＡ会計予算案 
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野々市市立御園小学校ＰＴＡ会則 

 

第１章 総則 

 第１条 この会は、野々市市立御園小学校ＰＴＡと称する。 

 第２条 この会の事務所は、御園小学校内に置く。 

  

第２章 組織 

 第３条 この会は、以下の者を以て組織する。 

  １、野々市市立御園小学校児童の保護者。 

  ２、野々市市立御園小学校教職員。 

 

第３章 目的及び活動方針 

 第４条 この会は、御園小学校児童の保護者と教職員が協力して教育の振興に寄与し、会員相互の教養を高めることを目的とする。 

 第５条 この会は、前条の目的を果たすため、以下に関する事業を行う。 

 １、会員相互の教養親睦を深め、保護者と教職員の積極的な協力を図るための活動。 

  ２、民主的な教育に関する理解を深め、児童の保護、補導や福祉に関する活動。 

  ３、その他教育的に必要と認めた事項。 

 第６条 この会は、第４条の目的を果たすため、以下の方針のもと事業を行う。 

  １、本会は、教育を本旨とする民主的団体として活動し、宗教又は、政治的その他この会の目的以外の活動を目標とする 

   団体の事業には、協力又は関係しない。 

  ２、本会は、学校の教育活動を援助するが、学校の管理や職員の人事に干渉しない。 

 

第４章 執行部役員及び会計監査委員 

 第７条 この会の執行部役員は、次の通りである。 

  会長１名 副会長１名 部長６名 副部長６名以上 会計２名 書記１名 監査もしくは顧問 1名以上 

        監査もしくは顧問は必要と認められる場合において置くものとする。 

 第８条 この会に、会計監査委員３名を置く。 

 第９条 会長、副会長、部長、副部長、書記、会計監査委員は保護者側から、会計は保護者側１名、学校教職員側１名より選ぶ。 

 第１０条 執行部役員は、各町会から選出される。 

 第１１条 会計監査委員は学級委員より選出される。 

 第１２条 執行部役員及び会計監査委員は、総会に出席した会員によって承認される。 

 第１３条 任期は以下の通りとする。 

  １、執行部役員の任期は２ヶ年とする。 

  ２、会計監査委員の任期は１ヶ年とする。 

３、監査、顧問は、必要と認められる場合において、執行部役員経験者から会長が委嘱する。 

任期は１ヶ年とし、再任は妨げない。 

４、執行部役員に関して、事情により活動に参加できず、運営に支障が生じると判断された場合、執行部役員会の３分の２ 

以上の承認の上、任期途中においても退任できるものとする。 

   ５、やむを得ない事由により任期途中で退任する役員が出た場合、執行部役員が必要と認めた場合において、 

    補充のための役員を選出する。補充のため選任される役員は、退任する役員と同じ町会より選出する。 

   ６、補充のため選任された執行部役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

第５章 執行部役員と会計監査委員の任務 

 第１４条 執行部役員の任務は、以下の通りである。 

   １、会長は、この会を代表し、各機関の決定に基づき会務を執行する。 

   ２、副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。 

   ３、書記は、総会、実行委員会、役員会の議事を記録し、且つこの会の会務を司る。 

   ４、会計は、この会の財務管理及び金銭出納を司り、総会に収支を報告する。 

   ５、各部部長、副部長はこの会の活動方針に沿って担当部署の活動を司る。 

 第１５条 会計監査委員は会計を監査し、その結果を実行委員会および総会に報告する。 
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第６章 学級委員 

 第１６条 学級委員は各学級から選出する。 

 第１７条 学級委員は児童１名につき、その在学期間中に必ず一度着任し、任期は１ヶ年とする。 

  １、１年生の学級委員は入学年度初めに選出。 

   ２、他学年は児童が１年生の際に実施する着任希望年調査に基づき執行部にて決定し会員に通達。会員は通達された着任 

   年度に着任する。 

   ３、転入生については随時別調整とする。 

   ４、執行部役員に着任し 2 ヶ年の任期満了の場合、次子以降の学級委員着任を免除とする。 

 第１８条 学級委員の任務は、各学級の代表としてこの会の活動方針に従って各種行事に参加し活動する。 

 

第７章 実行委員会 

 第１９条 実行委員会は、以下の者を以て開催される。 

   執行部役員、学級委員、各町会から選出された地区委員（各町会より１名）、教職員より若干名。 

 第２０条 実行委員会で討議する事項は以下の通りとする。 

   １、総会に提案する議案 

   ２、事業計画 

   ３、その他必要な事項 

 第２１条 実行委員会に次の部を置く。 

   ・総務部・文化部・広報部・教養部・企画部・生活指導部（各部の部長は、執行部役員が担当） 

 第２２条 実行委員会は会長が召集し、議事に対する承認は構成員の過半数にて決議する。 

 第２３条 実行委員会は毎年４月に開催する。 

   ただし非常事態等、各委員が一同に参集できない場合は書面による審議のうえ、書面表決にて決議する。 

 

第８章 総会 

 第２４条 総会は、年度初めに開き、会長が召集する。ただし会員の５分の１以上の要求があったときは、臨時総会を招集する。 

 第２５条 総会は、会員の５分の１以上の出席（委任状をもって出席にかえることが出来る）をもって成立し、決議は、出席会員の過半数 

   の同意を必要とする。 

   ただし非常事態等、会員が一同に参集できない場合は書面による審議のうえ、書面表決にて決議する。 

 第２６条 総会に討議する事項は、以下の通りとする。 

   １、事業計画 

   ２、予算及び決算 

   ３、役員及び会計監査委員の選出 

   ４、会則の改廃 

   ５、その他の重要な事項 

 

第９章 会計 

 第２７条 この会の経費は、会費、寄付金、その他の収入によって支弁される。 

 第２８条 この会の会費予算案は実行委員会において審議し、総会にて報告され承認を得なければならない。 

 第２９条 この会の会費決算は、会計監査委員の監査を経て、総会にて報告され承認を得なければならない。 

 第３０条 この会の会計年度は、毎年４月１日から始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

第１０章 会則の改正 

 第３１条 この会則は、総会にて、出席者（もしくは回答者）の３分の２以上の賛成によって改正することができる。ただし、改正案の提出 

   については、あらかじめ、その内容を全員に通告しておかなければならない。 

   ただし非常事態等、会員が一同に参集できない場合は書面による審議のうえ、書面表決にて決議する。 
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付則 

１、この会則は、昭和５３年４月１日より実施する。 

 

・昭和 54 年 3 月一部改正 ・平成 5 年 3 月一部改正 ・平成 6 年 3 月名称改正 ・平成 10 年 3 月一部改正 ・平成 15 年 4 月名称改正 

・平成 16 年 4 月一部改正 ・平成 17 年 4 月一部改正 ・平成 20 年 4 月一部改正 ・平成 22 年 4 月一部改正 ・平成 24 年 4 月一部改正 

・平成 25 年 4 月一部改正 ・平成 26 年 4 月一部改正 ・平成 31 年 4 月一部改正 ・令和 2 年 4 月一部改正  ・令和 3 年 4 月一部改正 

・令和 4 年 4 月一部改正   ・令和 5 年 4 月一部改正 
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野々市市立御園小学校 PTA慶弔規定 
 

 

 

第１条 会員死亡の場合、香典 10,000円と生花 1基をおくる。 

第 2条 教職員死亡の場合は、香典 10,000円と生花をおくる。 

第 3条 児童死亡の場合は、香典 10,000円と生花をおくる。 

第 4条 教職員と PTA役員の実父母と同居の義父母死亡の場合は香典 10,000円と 

 生花１基をおくる。 

第５条 教職員の転勤、退職の場合は役員会の議を経て記念品をおくる。 

第 6条 PTA役員退任の場合は、役員会の議を経て記念品をおくる。 

第７条 教職員婚姻の場合は、祝電を打つ。 

第 8条 会員、教職員及び児童、その他が災害を受けた場合はその都度役員会で協議

して決める。 

第 9条 教育関係諸団体及び PTA関係者の香典、祝儀及び災害に伴うお見舞いについ 

 ては、その都度役員会で協議して決める。 

第 10条 この規定は、役員会の協議を経て改正または廃止する事ができる。 

 

 

付 則 この規定は平成 21年 4月 1日より実施するものとする。 
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